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パブリックコメント ＜羽曳野市都市計画マスタープランの改定（素案）＞

実施期間 ： 令和７年10月10日（金）～ 令和７年11月８日（土）
提出人数 ： ３名
意見数 ： ５件 ※市の見解については審議会でご説明します。
＃ 意見

1

高鷲地域に関して、子供と生活をする中で道路の狭さ及び見通しの悪さを日々感じております。特に家の近隣道路は、車同士が対向するのも

やっとな場所も多いにも関わらず、直線道路であっても見通しが悪いため、前方から車が来ている事に気づかずお互い立往生している光景を

よく見かけます。家の周辺を歩いていても車がギリギリ側を通り過ぎて行くので、子供がいつ交通事故に巻き込まれるか冷や冷やしておりま

す。現状、道幅を広げる事は非常に難しいとは思いますが、側溝にグレーチングを設置すれば、人が退避するだけのスペースを確保できるの

ではと感じております。

2

カンナ共同保育所近辺には歩道も整備されているのですが、歩道の大半を格子状のフェンスがある為、歩道に入れる場所が限定的になってお

り、結果として歩道を歩かず、車道を歩く人が多くなっている。思い切って全区間フェンスを撤去した方が、歩道を使いやすくなるのではな

いかと感じています。歩道にフェンスが無かったとしても住宅街なので、車が猛スピードで走行する恐れも無いと思われるので、安全な通行

に支障はないと思います。むしろ、住宅内を流れるどぶ川に格子状のフェンスを設けるべきだと思います。一応ガードレールは設けられてい

ますが、隙間ががら空きでそこから近所の子供たちが川を覗き込んでいる光景を良く見る為、いつか落ちるんじゃないかと不安です。

3

高鷲地域内に子供に魅力的な公園が少なすぎると感じております。私が認知しているだけでも、3か所（高鷲南幼稚園前・藤井寺グリーンハイ

ツ前・パンダ公園）だけです。羽曳野市都市計画マスタープラン改定案（素案）の52ページ目にも「高鷲地域は羽曳野市内最大の人口を有し

ている」と記載があるので、子育て世代の世帯も多いのではないかと思っております。少子高齢化により人口が減り続けている中で、市とし

ては子育て世代にとって魅力的な町づくりが必要なのでは？と感じております。現状、高鷲地域内に空き家が多くなってきているという記述

もマスタープラン内にありましたので、空き家となった土地を将来的に公園として有効活用出来ないかと思っております。

4

改定計画期間が10 年ととても長いため、優先順位をある程度決めた上で効率的に進めていかれてはいかがかと思う。

その中で、南阪奈道路沿道（美原ジャンクション周辺）地区は既に一定の市街化が進んでいるため、新たな行政投資を必要とせず計画を進め

ていくことができるので、優先順位の上位として検討されたい。

5
丹比地区に勤務しておりますが、公共交通機関によるアクセスがあまりよくないと感じております。

南阪奈道沿道の土地利用を含めて、開発を進めてもらえる施策を打っていってほしいと考えております。



改定の背景

上位計画である第７次羽曳野市総合基本計画の策定にあわせて、都市計画マスタープランの改定を行います。

目的

計画の位置づけ

本計画は、第７次羽曳野市総合基本計画や、南部大阪都市計画区域マスタープランの示す都市像との総合性、一体性の確保を行い、新たな社会
経済情勢へ対応するとともに、市民・事業者などとの協働による円滑な施策展開を推進することを目的とします。

１. 都市計画マスタープランに関する基本的な事項

1

計画の対象区域
本計画の対象区域は、市全域（26.45km２）とします。

計画の目標年次
本計画の目標年次は第７次羽曳野市総合基本計画で定める目標年次と整合を図るため、令和１７年度（2035年度）とします。ただし、本計画
はまちづくりの中長期的な計画であることから、実現までに目標年次を超える内容も含まれています。
また、本計画の内容は上位計画の改定、社会経済情勢の変化に合わせて、適宜見直しを行います。

計画の役割
① 実現すべき都市の将来像を示すもの

② 個別の都市計画施策を明確にし、相互の調整を図るもの

③ 土地利用規制や各種事業の都市計画決定や変更の指針となるもの

④ 地域の将来像や市民の役割を示し、都市計画に対する市民の理解を深めるもの

上位計画

第７次羽曳野市
総合基本計画

南部大阪都市計画
区域マスタープラン

羽曳野市
都市計画マスタープラン

羽曳野市
立地適正化計画

各種都市計画（地域地区・都市施設・地区計画など）

まちづくりの課題

利便性の高い土地利用への転換

官民連携による既存ストックの有効活用

公共交通ネットワークの再構築

災害に強いまちづくりと防災体制の強化

住環境に配慮した取り組みの推進

地域特性を活かした拠点づくり



人・自然・歴史をつなぎ、豊かな暮らしを実現する都市 はびきの

まちづくりの基本目標（案）

まちづくりの方向性

都市の活力創造と持続可能な発展

ネットワーク型コンパクトシティへの都市構造強化

暮らし続けられる持続可能な社会の実現

にぎわいあふれる公共交通結節点の形成

まちに活力を与える土地利用の促進

安全安心の暮らしと健康に配慮したまちづくり

防災・減災への対応

既存ストックの適切な維持管理による効率的な都市整備

健康に配慮した余暇充実・スポーツなどの振興

地域の魅力づくりと交流の促進

後世に引き継ぐ自然環境・田園の保全と交流

世界に誇る歴史遺産活用と景観形成

交流促進や観光による魅力づくり

広域的な産業構造の形成

住み続けられる居住地環境

市民参加の促進と次への展開

市民に身近な地域別のまちづくり

人口動向全般に対応したコミュニティづくり

まちづくりへの参画機会の創出

大阪都心へのアクセスが良好であることに加え、近隣市町村や奈良地域の周辺都市と幹線道路等によってつながっており、それらの都市
機能と連携したまとまりある市街地が形成されています。

一方で金剛山系の自然をはじめとした魅力ある自然環境や田園風景、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」をはじめとする多くの歴史文化遺
産など、人を惹きつける多くの資源を有しています。

人口減少や高齢化による生活サービス提供機能の低下などが懸念され、高齢者や子育て世帯等が日常的な生活サービスを身近なエリアで
享受できる地域づくりが求められる中で、様々な都市機能の充実を図るとともに、これら貴重な資源を活かし、豊かな暮らしを実現するこ
とで、本市の魅力を高め、誰もが住みたくなる都市をめざします。

２

２. 全体構想

１）本市のめざすまちづくり



拠点
の
設定

地域や施設が持つそれぞれの特色を活かし、市内のネットワークの形成や周辺都市との連携
により、都市機能の集積や充実を図る拠点として「広域拠点」「地域拠点」を設定します。

広域
拠点 市域および周辺都市の広域的な役割を担

う拠点として位置付け、都市機能の充実
を図ります。

軸
の
設定

周辺都市との連携を高め、拠点間
をつなぐ市内のネットワークを形
成するため、広域交流軸、地域交
流軸、歴史軸、河川緑地軸を設定
します。

・広域交流軸として、南阪奈道路、国道 170 号
（大阪外環状線）、都市計画道路八尾富田林線を
位置づけ、市域内外につながる広域的な交流を促
進するため主に道路交通機能の充実を図ります。

広域交流軸

・地域交流軸として、府道堺大和高田線、府道堺
羽曳野線、市道郡戸古市線、府道郡戸大堀線、
国道 170 号、国道 170 号(旧)、都市計画道路
藤井寺羽曳山線、都市計画道路東大塚美陵線な
どを位置づけ、主に市内の道路ネットワーク機
能の充実を図ります。

地域交流軸

・府の主要河川である石川をはじめとする市内河
川沿いは、河川敷を含め、市街地の貴重なみど
りであるため、河川緑地軸として石川・府営石
川河川公園とともに東除川や飛鳥川を位置づけ、
環境保全機能、防災機能、レクリエーション機
能の活用とさらなる促進に努めます。

河川緑地軸

歴史軸

・歴史軸として、日本最古の官道とされ日本遺産
にも認定された竹内街道をはじめ、東高野街道、
長尾街道、巡礼街道を位置づけ、歴史街道およ
び沿道の魅力・資源を活かすことにより、羽曳
野らしさを創出するよう努めます。

各地域における様々な目的を持つ拠点
として、特性に応じた都市機能の充実
を図ります。

地域
拠点

３

将来都市構造の設定



４

将来都市構造図



土地利用の基本目標
 市街化区域においては、安全で良好な市街地の形成をめざし、土地利用の状況から住宅地、商業地あるいは工業地などを適切な配置と規模で位置

づけます。

 市街化調整区域においては、現状の農地や自然環境の維持・保全を前提とした土地利用を基本とします。ただし、無秩序な土地利用が進んでいる、
または進む恐れのある場合や、新たな土地利用の可能性のある区域においては、自然的土地利用と調和した都市的な土地利用のあり方について検
討し、市街化調整区域における地区計画のガイドラインに沿った土地利用を図ります。

５

２）分野別方針



市街地整備の基本目標
 良好な市街地の整備においては、その地区が持つ特性を活かしつつ、自然環境へ配慮したものとすることが重要となります。

 中心市街地においては活性化をめざし、既存市街地や、様々な特性を持つ拠点においては地区にふさわしい手法を検討します。また、南阪奈道路、
国道 170号（大阪外環状線）、八尾富田林線沿道の開発意向の高まりがみられる区域においては、周辺の自然、営農環境への影響にも配慮しつつ、
秩序ある市街地整備について検討します。

６



交通施設整備の基本目標
 道路は、まちの骨格を形成するものであることから、道路のネットワークを充実することにより、周辺都市との連携や都市機能の集積を強化します。

また、誰もが安全・安心で快適に利用できる道路空間をめざし、移動環境の改善を図ります。さらには、幹線街路においては電線類の地中化や街路
樹の維持管理等の景観形成などにより潤いと魅力あふれる道路空間を創出するとともに、環境に配慮した道路管理に努め、更に、行政と地域住民の
協働による良好な道路空間の維持向上に努めます。

７



公園緑地等整備の基本目標 上下水道整備の基本目標

都市防災整備の基本目標 景観形成の基本目標

 公園や緑地は、人々に潤いややすらぎを与えるレクリエーション機能や延
焼防止効果といった防災機能のほか、ヒートアイランドの緩和といった環
境保全機能など、多面的な役割を担う都市基盤施設です。今後も、さらな
る充実を図るため、緑の基本計画に基づいた取り組みを推進し、みどりに
あふれたまちづくりをめざします。

 上水道は、安全でおいしい水を供給するため水質管理の徹底と、災害に強
い水道施設整備を進めます。

 下水道は、公共下水道整備を推進し、快適で安全・安心な市民生活や都市
機能を確保するとともに、環境保全と潤いのあるまちづくりをめざします。

 市民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくりは大変重要な課題で
す。このため、防災上課題がある地区については適切な改善方策を検討す
るとともに、自助、共助による災害対応が可能となる仕組みづくりや、防
災・減災に対する市民意識の高揚や体制の強化を図ることにより、災害に
強いまちの形成をめざします。

 本市は、その風格のある歴史・文化、豊かな自然、活力と潤いのある都
市・市街地が創り出す「羽曳野らしい景観」を守るため、世界遺産「百舌
鳥・古市古墳群」の古市エリア（古市古墳群）をはじめとする歴史的景観、
金剛生駒山系の山なみ、公園緑地または農地などの自然景観と、都市景観
が調和した魅力ある景観形成をめざします。また、景観法にもとづいた景
観施策の実施により、総合的な景観の取り組みについて検討します。

８



(1) 地域別構想
本市が抱える諸課題を解決し、将来にわたって住み続けられるまちづくりを進

めるためには、地域レベルにおいても、各地域の特性を踏まえたきめ細やかな方
針を策定することが必要です。
地域別構想とは、全体構想で示された市全体の方針を受けて、今後、各地域で

起こるであろう問題点や課題を想定し、地域レベルでの整備目標や整備方針を定
めるものです。
地域ごとの整備方針に従ってまちづくりの整備を行っていく際には、行政や地

域住民などとの協働により整備を進めることが重要となります。そのため、地域
別構想で地域ごとのまちづくりの課題を把握し、方針を定めておくことにより、
地域住民などによる円滑な参加と充実したまちづくりへとつながります。

(２) 地域区分の設定
総合的な地域特性を踏まえた上で、市域を古市地域、高鷲地域、丹比地域、埴生
地域、羽曳が丘地域、西浦地域、駒ヶ谷地域の７地域に区分します。

（１）古市地域

地域の課題

地域の将来像

●にぎわいと活気のある羽曳野市の中心地域

●羽曳野市の歴史・文化の玄関口

●求心力の高い交通結節点のまち

・にぎわいある中心市街地の創出のための都市機能の集約、強化

・誰もがより安全で快適に利用できる駅前空間の機能充実

・密集した市街地における住環境改善、防災機能の向上

・世界遺産があるまちにふさわしいまちづくりの促進

地域別現況とまちづくり方針

地域別構想について

３. 地域別構想

９



（２）高鷲地域

地域の課題

地域の将来像

（３）丹比地域

地域の課題

地域の将来像

・恵我ノ荘駅前の商業業務機能の向上

・高鷲駅前の地域住民の生活の拠点としての活性化

・歩行者、買い物客の安全性、利便性に配慮した交通ターミナル機能

の強化

・木造の密集した市街地における防災性の向上

●商業機能が充実した、生活利便性が高い地域

●ソフト、ハードともに充実した地域防災力の高い地域

・農地、工業地、住宅地が共存したまちづくりの推進

・市街化区域内の生産緑地の保全と幹線道路沿道の適切な土地利用転換の

誘導

・安全・快適な道路交通環境の整備

●農地のみどりと東除川や大座間池などの豊富な水辺環境を活かした潤い

のあふれる地域

●都市計画道路八尾富田林線、南阪奈道路の側道やインターチェンジ周辺

における適切な土地利用の誘導が図られた利便性の高い地域

10



（４）埴生地域

地域の課題

地域の将来像

（５）羽曳が丘地域

地域の課題

地域の将来像

・府道堺羽曳野線沿道への魅力ある施設の誘導推進

・土地所有者の意向を元に、市街化区域内農地の保全または活用の推進

・中央スポーツ公園のスポーツ・レクリエーション拠点としての活用

・大学などとの連携によるまちづくりの推進

●豊富に点在する水とみどりにあふれた潤いのある地域

●主要幹線道路のネットワーク形成と適切な沿道利用による利便性の高い

地域

・住宅団地住民の高齢化への対応

・南阪奈道路沿道部の周辺環境に配慮した適切な土地利用転換の誘導

・住宅団地の住環境の保全推進

●高齢者が地域の中で生き生きと暮らせるまち

●豊かな自然環境と良好な住環境が調和した地域

●道の駅などを介して、人と自然、その恵みと交流する地域

●都市計画道路八尾富田林線、南阪奈道路の側道やインターチェンジ周辺

における適切な土地利用の誘導が図られた交通利便性の高い地域

11



（６）西浦地域

地域の課題

地域の将来像

（７）駒ヶ谷地域

地域の課題

地域の将来像

・市街化調整区域内の優良農地の保全と農業基盤整備の推進

・南阪奈道路羽曳野インターチェンジ周辺におけるまちづくりの推進

●農業などの自然環境と共生する地域

●国道170号（大阪外環状線）、南阪奈道路の側道やインターチェンジ周

辺における適切な土地利用の誘導が図られた交通利便性の高い地域

・生活環境の維持、向上のための集落地内における空き地、空き家への対策

・駒ヶ谷駅、上ノ太子駅を中心とした地域のにぎわい・交流拠点としての

活用、整備

・竹内街道や山林部および裾野に広がるぶどう畑などにより形成される歴

史・自然景観の保全および農業の活性化

・既存市街地、広域幹線道路の沿道部などにおける周辺環境と調和した土

地利用の整序

●安全で快適な集落地が形成される地域

●駅を拠点としたにぎわいと交流が生まれる地域

●竹内街道沿いや、河内飛鳥と呼ばれる同地域がもつ歴史的佇まいとの調

和が図られ、金剛山地から丘陵部に広がるぶどう畑によるみどりがあふ

れた地域 12



１）今後のまちづくりの進め方
都市計画マスタープラン実現化方策の考え方
本計画は、総合的なまちづくりの指針であり、都市整備に係わる道路、公園・緑地、景観、防災等の個別部門の上位計画として位置づけられます。
また、福祉、教育、文化等、様々な分野との連携も必要です。
そのことから、幅広い部門との連携を図りながら、個別部門計画の充実を図っていく必要があります。
ただし、本計画が改定された際に既に策定されている個別計画については、その推進を図るとともに、計画期間終了時や改定の必要が生じた
際には、本計画と整合した計画の改定を行います。
さらに、近年の市民自らが積極的にまちづくりに参加する気運の高まりを受け、市民のまちづくりに関する認識を深めるとともに、役割分担を
明確にすることで、計画の推進を図ります。

４. 計画の推進に向けて

まちづくりのあり方
本計画の実現のためには、市民、事業者、行政のそれぞれが、お互いの立場からより良い羽曳野市
をめざして意見を出し合い、話し合いを重ねていくことが重要となります。

１）協働のまちづくり
これからのまちづくりには、市民の参画が必要不可欠であり、市民、事業者、行政がお互いに協力
し適切に役割を分担することで、より満足度の高い都市計画、あるいは良好なまちづくりを実現す
ることが可能となります。特に、住環境の保全などの地域レベルの課題に対しては、市民が主体的・
自主的に関わることが重要であり、身近な施設の整備時には、計画づくりの段階から情報の公開な
どにより、利用者の視点に立った整備を進めることが必要です。

協 働

市 民

事業者 行 政

２）市民主体のまちづくりの取組
都市計画に関わるまちづくりを実現させていくためには、まちの主役である市民の参加•協働が
不可欠です。しかし、まちづくりは一朝一夕で終わるものではなく、多種多様で専門的な知識や情報
が必要な部分もあることから、一概に参加•協働と言ってもスムーズには行きません。
近年のまちづくりに対する社会的な流れとしては、都市計画提案制度の創設など、市民や事業者
が主体的に都市計画に参画できる制度が整いつつあります。
市民がまちづくりに参加する機会の充実を図り、市民主体のまちづくりへの機運を高めていける
ような仕組みづくりを検討します。

３）まちづくりの手法
まちづくりを進めるにあたっては、より良い地域を育んでいくために必要となる情報の提供を行
うとともに、まちづくりの主役となる市民が積極的に参加できるような仕組みづくりや、まちづくり
活動への支援策について検討します。
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実現に向けた環境づくり
１）庁内体制の確立
本計画において位置づけられた様々な方策を推進する上では、分野横断的な検討の場を設けるなど、都市計画に関わる施策の適切な実施に向
けて、幅広い部門との連携が行えるよう、庁内連携体制の強化に努めます。また、近隣市町を含めた広域的な視点で情報を集約するなど、地域間
での連携の強化にも努め、より効果的、効率的な方策の推進をめざします。

２）積極的な情報の公開・市民意見の反映
計画の決定や変更、整備の実施にあたっては、市民との相互理解による合意形成をめざし、積極的な情報公開に努めます。
また、協働のまちづくりを実現するためには、市民、事業者等と行政が都市計画に関する情報や課題を共有することが重要といえます。市民の
情報の受発信方法が多様化していることを踏まえ、市の広報、ホームページ、SNS等を活用しながら、あらゆる世代に伝わる情報発信を行います。
また、行政から発信した情報が一方通行にならないよう、都市づくりやそれに関連した施設整備に関する計画を策定する際は、パブリックコメン
トなどで市民の声を広く聴くことができる体制の構築に努め、改善点や提案などを柔軟に活用するよう取り組みます。

3)市民の関心を高める
市民のまちづくり活動への参加促進を図るため、積極的な情報公開を進めるとともに、NPOなどの組織形成への支援策の検討を行うことによ
り、市民の関心を高める環境づくりをめざします。
また、専門家等による講演・講習会の開催や事例の紹介、地域を知る学習・交流イベントなど、市民のまちづくりへの関心を高める機会の創出を
図ります。

4)健全な財政運営
少子高齢化による人口減少とともに、税収の減少、社会保障経費の増大が見込まれるため、今後は、まちの将来像の実現に向けて、市民ニーズ
や緊急性等の諸条件を基に優先度や効果を見極め、効率的に施策を実施できるよう努めます。
また、まちづくりの施策実施に当たっては、安定した財源を確保するため、国などの交付金や補助金の活用のための事業計画を策定するなど、
各種制度の活用に努めます。

４. 計画の推進に向けて

都市計画マスタープランの定期的な見直し
今後の社会経済情勢の変化により、新たなまちづくりの課題や市民ニーズへの対応が求められることも予想されます。
より良い都市づくりの実現のためには、変化に柔軟に対応するためにも施策を評価し、それらを今後の施策に反映させ
ることが重要です。
このような状況を踏まえ、計画を（Plan）、実行に移し（Do）、計画全般の進捗を評価し（Check）、計画を見直し（Act）、
次の計画（Plan）へつなげていく、PDCAサイクルの進行管理による施策の遂行を進め、本計画の進捗状況や成果の評
価・検証を行いつつ、必要に応じて見直しを行います。
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背景と目的
立地適正化計画制度は、都市機能や居住を誘導するための新

たな土地利用誘導の取組みを推進するものであり、行政と市民
や民間事業者が一体となって“集約型都市構造”に取組むための
実効的な計画として活用できるものです。
羽曳野市においては、市域がコンパクトに形成されていますが、

人口減少の中、少子高齢化の進展や、公共施設等の維持管理費
の増加など多くの課題を抱えています。
こうした背景や課題を踏まえ、人口減少の中でも、都市機能の

緩やかな集約化により、まちの持続可能性を高めるため、羽曳野
市立地適正化計画を策定します。

計画の位置づけ

1

計画の目標年次
本市の都市計画に関する基本的な方針を定めた「羽曳野市都

市計画マスタープラン（現在改訂中）」は、総合基本計画（現在改
訂中）と整合するため、10年間で優先的に整備する目標として
令和17（2035）年度を目標年次としています。
立地適正化計画は、改訂作業中の都市計画マスタープランの

目標年次と整合しながら、中長期的な計画として概ね20年先の

まちの姿を見据え、令和27（2045）年度を目標年次とします。
また、概ね5年程度ごとに必要に応じた見直しを行います。
また、本市を取り巻く社会経済状況の変化や、本計画の達成状

況に合わせ、必要に応じて見直しを行っていくものとします。

計画の対象区域
本計画の対象区域は、都市全体を見渡す観点から本市の行政

区域である都市計画区域全体とします。
ただし、誘導区域の設定は、都市再生特別措置法や都市計画運

用指針等に基づく居住誘導区域からの除外規定に市街化調整区
域を含めてはならないとされているため、市街化区域内とします。

羽曳野市総合基本計画 南部大阪都市計画区域マスタープラン

羽曳野市都市計画マスタープラン

羽曳野市立地適正化計画

まちづくりの課題

立地適正化計画について

課題１ ： 人口減少や少子高齢化等による住環境悪化への対応

人口減少や少子高齢化等による空き家数や低未利用地の増加、都市計画道路の未整
備区間があることなどにより、住環境の悪化が懸念されることから、公共交通沿線や
日常生活の拠点周辺に居住を誘導し、これからも住み続けられる住環境の維持・形成
を図ることが求められます。

課題２ ： 人口定着による自立したまちづくりの形成

人口減少や少子高齢化等の進展においても質の高い生活サービスを持続的に提供で
きる環境を維持することが、市民がこれからも住み続けられるために必要であること
から、一定規模の人口定着を図り、医療・福祉・商業等の生活サービスを維持できる自
立したまちづくりを進める必要があります。

課題３ ： 急速な高齢化の進展を見据えた公共交通ネットワークの再編

徒歩圏内にバス停・駅がなく公共交通の利便性が低い地域があることなど、急速な高
齢化の進展を見据えた拠点などへのアクセス性の更なる強化を図り、誰もが移動しや
すい快適なまちの形成が求められます。

課題４ ： 災害に強い都市の構築

石川や東除川などの河川沿いは、外水による水害の危険性が高く、また、市内の複数
の箇所で土砂災害（特別）警戒区域が指定されているなど、本市には災害リスクが高い
地域が各地に存在していることから、防災・減災施設の整備や、安全な場所への居住や
都市機能の誘導を図るなどの、ハード・ソフト両面での災害に強い都市の形成が求めら
れます。

羽曳野市における各種計画との整合・連携

・羽曳野市地域防災計画
・羽曳野市国土強靭化地域計画
・羽曳野市公共施設等総合管理計画

・羽曳野市バリアフリー基本構想
・羽曳野市空家等対策計画
・第4期羽曳野市地域福祉計画 など



人口定着による自立したまちづくりを進めるため、質の高い生活サービスを持続的に提供で
きるよう、高次都市機能が集積した公共交通の利便性が高い拠点の形成や商業・公共施設等
の生活サービス施設が集積した拠点を適切に配置するなど、市民の生活を支える拠点の形成
を図ります。

基本方針２ 将来にわたり市民の生活を支える拠点の形成

将来都市構造（立地適正化計画）将来都市構造（立地適正化計画）
拠点の設定

都市拠点（古市駅・市役所周辺地区）

古市駅・市役所周辺地区は、本市の公共交通機関の中核を担う古
市駅、市役所や商業施設・業務施設などが集積し、本市の中心地を
形成しています。市の中心的な都市機能の維持・充実をめざし、古
市駅・市役所周辺を中心とした「都市拠点」を設定します。

生活拠点（恵我ノ荘駅周辺地区・高鷲駅周辺地区）

恵我ノ荘駅周辺地区や高鷲駅周辺地区は、主要な公共交通の結
節点となっており、日常的な生活サービス施設が立地しています。
交通結節点としての機能を強化しつつ、日常的な都市機能の維持・
充実をめざし、恵我ノ荘駅や高鷲駅を中心とした「生活拠点」を設定
します。
交流拠点、研究・医療拠点、産業拠点、レクリエーション拠点

駒ヶ谷駅周辺地区・上ノ太子駅周辺地区などについては、本計画
においても、本市の持続的な発展を遂げるための重要な要素であ
ることから、各機能の拠点として扱います。

拠点間ネットワークの設定

都市拠点（古市駅・市役所周辺地区）、生活拠点（恵我ノ荘駅周辺地区、
高鷲駅周辺地区）、交流拠点（駒ヶ谷駅周辺地区・上ノ太子駅周辺地
区）を結ぶ「近鉄南大阪線」を、「拠点ネットワーク」として設定します。

さらに、市内の居住地と都市拠点・生活拠点・各機能拠点を結ぶ基幹
的バス路線（30本/日以上運行する路線）を、「補助拠点ネットワーク」
として設定します。

めざすべき将来像（立地適正化計画）

人口減少や少子高齢化等による空き家の増加やコミュニティの維持が難しくなることで、住
環境の悪化などが懸念されることから、公共交通沿線や日常生活の拠点周辺に居住を誘導し、
生活サービス施設の維持・集積を図ることで、地域の活力を維持し、大阪南部地域の中核都市
にふさわしい魅力的な住環境の維持・形成を図ります。

基本方針１ 大阪南部地域の中核都市にふさわしい魅力的な住環境の維持・形成

急速な高齢化の進展を見据えて、都市機能が集積した拠点間の連携や居住地から拠点への
アクセス性を強化するため、既存の鉄道・バス路線の維持・充実を図るとともに、ICT等の新技
術を活用しつつ、市民ニーズに応じた移動手段の確保を検討するなど、誰もが移動しやすい快
適なまちの形成を図ります。

基本方針３ 公共交通を中心とした移動しやすく快適なまちの形成
台風や集中豪雨による水害の危険性が高い地域があることから、災害リスクが高い地域では

居住や都市機能の誘導に配慮するとともに、近年激甚化する自然災害への防災・減災対策を
推進するなど、安全・安心に暮らせる都市の形成を図ります。

基本方針４ 安全・安心に暮らせる都市の形成

立地適正化計画について

立地適正化計画の基本方針
拠点性と利便性が確保された、安全で快適な都市の形成

２



１．誘導区域の設定

■本市における都市機能誘導区域の設定の考え方（まとめ） 

・市の中心的な機能や高次都市機能の維持・充実を図る都市拠点に設定します。 
・⽇常的な都市機能や交流機能の維持・誘導を図る地域拠点に設定します。 

■都市機能誘導区域の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ 0 居住誘導区域内 

ステップ 1 
（設定） 

都市拠点及び生活拠点に徒歩でアクセスできる区域 

●拠点の中心となる市役所（概ね800ｍ圏域）、 
市街化区域内の鉄道駅の徒歩圏（概ね 800m 圏域） 
※ただし、ステップ１の縁辺部については、既存施設及び土地利用を勘案し、
区域を検討します。 

ステップ 2 
（設定） 

都市機能の維持・誘導が望まれる区域 

●商業系用途地域 
●住居系用途地域（住居専用地域を除く）のうち、まとまった低・未利用地等が
みられる区域や既に都市機能施設が立地する区域（地形地物（道路、河川等）、
用途地域界等で区域境界を確定） 

 ※ただし、将来的な土地利用規制の見直しを想定した区域を検討します。 

●災害リスク（防災指針）を踏まえた上で都市機能誘導区域を確定 

居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定状況

３



(1) 災害リスク分析の考え方
各災害リスクの分析にあたっては、以下に示す考え方に基づき整理を行います。

1) 機能低下のおそれの有無（社会福祉施設等）
2) 建物倒壊のおそれの有無（建築物の構造））
3) 垂直避難の可否（建築物の階数）
本市では垂直避難が困難と考えられる建物の基準を４段階（～0.5m/0.5ｍ～3.0ｍ/3.0ｍ～5.0ｍ/5.0ｍ～）で設定します。

4) 迅速な応急活動の可否（広域緊急交通路）
5) 避難場所・避難所の安全性

(2) 災害リスク分析
1) 災害リスク分析の視点
本市の防災・減災上の課題整理にあたり、災害ハザード情報と都市情報を重ね合わせることによる災害リスクの分析を行います。

２．誘導施設の設定

● 誘導施設の設定方針
各拠点の特性や都市機能の立地特性等を踏まえて、誘導施設を設定します。

ただし、誘導施設の設定については、本計画の改訂や上位関連計画の改訂等に応じて適宜見直すこととします。

■拠点の特性と必要な機能の考え方 
拠点 拠点の位置づけ・性格 必要な機能の考え方 

都市 
拠点 

古市駅・ 
市役所周辺
地区 
 

・市役所が立地し、本市の中心地を形成
しています。 

・鉄道・バスの交通結節点としての機能
を有しているとともに、福祉機能や商
業機能、医療機能、金融機能などの施
設が立地し、生活利便性に優れていま
す。 

・本市の中心地を形成していることか
ら、各種機能の市域全域の市民を対象
とした施設について、維持または集積
を適切に図ります。 

・生活利便性が高いことから、福祉機能
や商業機能、医療機能、金融機能など
の施設の維持または集積を適切に図り
ます。 

生活 
拠点 

 

恵我ノ荘駅 
周辺地区 

・都市拠点（古市駅・市役所周辺地区）
と公共交通（鉄道など）で容易にアク
セスが可能です。 

・恵我ノ荘駅周辺地区では、道路などの
インフラ整備を進めており、快適な日
常空間を提供する役割を担っていま
す。 

・各種機能における拠点的な施設の内、
インフラ整備と連動した立地すべき施
設の誘導を適切に図ります。 

・不足する日常生活サービス施設のう
ち、地域拠点に立地すべき施設の誘導
を適切に図ります。 

高鷲駅 
周辺地区 

・都市拠点（古市駅・市役所周辺地区）
と公共交通（鉄道など）で容易にアク
セスが可能です。 

・高鷲駅周辺地区では、既存施設を活か
しつつ、日常生活に資する機能を提供
する役割を担っています。 

・日常生活に資する機能を提供する役割
を有することから、既存の日常生活サ
ービス施設や交流に寄与できる施設の
維持を適切に図ります。 

・不足する日常生活サービス施設のう
ち、地域拠点に立地すべき施設の誘導
を適切に図ります。 

 

■拠点別の誘導施設一覧 
誘導施設 

【凡例】 
◎：都市機能誘導区域内の既存施設の立地を維持

しつつ、立地の増加を目指す施設 
○：都市機能誘導区域内の既存施設の立地維持を

目指す施設 
－：誘導施設に設定しない施設 

都市機能誘導区域 

都市拠点 生活拠点 

古市駅・市役所 
周辺地区 

恵我ノ荘駅 
周辺地区 

高鷲駅 
周辺地区 

行政機能 市役所 〇 ― ― 

介護福祉機能 総合福祉センター 〇 ― ― 

商業機能 商業施設 
（1,000 ㎡以上） 

◎ ◎ ◎ 

医療機能 保健センター ○ － － 

金融機能 金融機関 ○ ○ ○ 

 

３．防災指針（１）

浸水深 垂直避難の可否

5.0m ～

10.0m

3階建て以下の建築物は、垂直避難困難。

（一般的な家屋の3階が水没する深さ）

3.0m～5.0m
2階建て以下の建築物は、垂直避難困難。

（一般的な家屋の2階が水没する深さ）

0.5m～3.0m
1階建ての建築物は、垂直避難困難。

（2階床下に相当）

～0.5ｍ
成人の膝までつかる程度の深さで、徒歩

での移動が困難。

災害ハザード情報 都市情報 分析の視点

洪水

浸水深
（計画規模）

・社会福祉施設等
・住宅系建物階数

・社会福祉施設等の機能低下が発生するリスクはないか
・垂直避難が困難な建物はないか

浸水深
（想定最大規模）

・社会福祉施設等
・避難場所・避難所
・住宅系建物階数
・地下道

・社会福祉施設等の機能低下が発生するリスクはないか
・避難場所・避難所の機能低下が発生するリスクはないか
・垂直避難が困難な建物はないか
・地下道の冠水による避難路の途絶が発生するリスクは

ないか

家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流）

・建物構造 ・氾濫流による建物の倒壊・流出リスクはないか

家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸侵食）

・建物分布 ・河岸侵食による建物の倒壊・流出リスクはないか

土砂災害
土砂災害（特別）
警戒区域

・社会福祉施設等
・避難場所・避難所
・広域緊急交通路

・社会福祉施設等の機能低下が発生するリスクはないか
・避難場所・避難所の機能低下が発生するリスクはないか
・交通途絶が発生するリスクはないか

４



①洪水浸水
ア）計画規模 イ）想定最大規模

東
除
川

東
除
川

東
除
川

東
除
川

３．防災指針（２）

住宅系建物階数との重ね合わせ 住宅系建物階数との重ね合わせ 

社会福祉施設等との重ね合わせ 社会福祉施設等との重ね合わせ 

５



３．防災指針（３）
（３）災害リスクの高い地域の抽出

前項の災害リスク分析の結果から、本市における災害リスクの高い地域を抽出し、その災害危険度を整理します。

災害リスクの高い地域の抽出は、地域内に市街化区域が指定され、用途指定が工業専用地域のみである駒ヶ谷地域を

除いた居住誘導区域を有する高鷲地区、丹比地区、埴生地区、羽曳が丘地区、古市地区、西浦地区の6地区を対象とします。

１）抽出に使用する情報一覧

前項の災害リスク分析の結果を踏まえ、災害リスクの高い地域の抽出に使用する情報を整理します。

また、災害リスクの抽出に使用する情報を以下のように設定します。

災害ハザード情報 都市情報

洪水

浸水深（想定最大規模）
・社会福祉施設等

・避難場所・避難所

・地下道

・垂直避難が困難と考えられる建物

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）

土砂災害 土砂災害（特別）警戒区域

災害ハザード情報 都市情報 分析の視点 災害リスク分析の結果

洪水

浸水深

（計画規模）

・社会福祉施設等

・住宅系建物階数

・社会福祉施設等の機能低下が発生するリス

クはないか

・垂直避難が困難な建物はないか

・複数の社会福祉施設等で3.0m未満の浸水が想定される

・複数の住宅で垂直避難が困難と想定される

浸水深

（想定最大規模）

・社会福祉施設等

・避難場所・避難所

・住宅系建物階数

・地下道

・社会福祉施設等の機能低下が発生するリス

クはないか

・避難場所・避難所の機能低下が発生するリス

クはないか

・垂直避難が困難な建物はないか

・地下道の冠水による避難路の途絶が発生す

るリスクはないか

・複数の社会福祉施設等で5.0m以上の浸水が想定される

・一部の避難場所・避難所は3.0m以上の浸水が想定され、浸水時に

開設できない

・多くの住宅で垂直避難が困難と想定される

・1箇所の地下道が浸水想定区域内に立地している

家屋倒壊等

氾濫想定区域

（氾濫流）

・建物構造
・氾濫流による建物の倒壊・流出リスクはない

か

・多くの木造建物が家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）に立地してい

る

家屋倒壊等

氾濫想定区域

（河岸侵食）

・建物分布
・河岸侵食による建物の倒壊・流出リスクはな

いか

・多くの建物が家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）に立地している

土砂災害
土砂災害（特別）

警戒区域

・社会福祉施設等

・避難場所・避難所

・広域緊急交通路

・建物分布

・社会福祉施設等の機能低下が発生するリス

クはないか

・避難場所・避難所の機能低下が発生するリス

クはないか

・交通途絶が発生するリスクはないか

・土砂災害による建物の倒壊等のリスクはな

いか

・社会福祉施設等は土砂災害（特別）警戒区域外に立地している

・一部の避難場所・避難所は土砂災害（特別）警戒区域に立地してい

る、

・土砂災害（特別）警戒区域に重なる広域緊急交通路はない

・一部の建物が土砂災害（特別）警戒区域内（居住誘導区域外）に立地

している

①地域別分析

６



３．防災指針（４）

７



３．防災指針（４）

８



３) 定量的な指標

■ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成（作成率）及び避難訓練実施

■ 自主防災組織の育成（編成率）

３．防災指針（５）
（４）取組方針と取組事業

１） 災害リスク分析の結果を踏まえた取組方針の設定

【取組方針①】

豪雨等による浸水に対し、水位が上昇する前の避難を確実にするための避難情報の伝達経路の確保とともに、河川や

下水道等の施設整備により建物の被災を最小限に抑えることで、防災・減災対策を実施します。

【取組方針④】

災害時の体制やハザードの共有とともに、日頃からの防災教育及び訓練の定期的実施や自主防災組織の育成を促進す

るなど、防災意識を高め、危険性が高まる前に迅速な行動がとれる体制を整えます。

【取組方針③】

災害が差し迫っている際の市民等への迅速な情報伝達や、避難所等における要配慮者などが利用しやすい福祉的機能

の充実など、安全・安心の確保を目的とした防災・減災対策を実施します。

【取組方針②】

土砂災害に対する危険性の周知や市民の防災意識の醸成、移転補助等の対策を行い、防災・減災対策を実施します。

2) 取組事業とスケジュール

要配慮者利用施設 避難確保計画（令和6年度末時点作成率(94.8%)）

要配慮者利用施設 避難訓練実施（令和6年度末時点実施率(46.8%)）

■ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成率100％

■ 要配慮者利用施設における避難確保計画に基づく避難訓練の実施率100％

自主防災組織の育成（編成率 令和3年時点確定値 30.0%）

■ 自主防災組織の編成率 65％

９

① ② ③ ④
回避 ソフト ● ハザードエリアからの施設移転の促進 市/府

● ● ● 防災拠点機能の整備 市/府
● ● 指定避難所の機能(福祉的整備)強化 市

● 河川改修の推進 府/国
● 雨水出水対策の推進 市

● 土石流対策の推進 市/府/国
● 急傾斜地崩壊対策の推進 市/府

● 農地の保全・活用 市
● 排水機能の強化 市/府
● ため池の防災機能強化 市

● 地域緊急交通路の機能強化 市
● 共同溝・電線共同溝の整備推進 市/府

● ● ● 防災体制の強化 市/⺠間
● ● ● ハザードマップ等の随時更新と周知徹底 市

● 備蓄機能の強化 市/市⺠
● 災害に強い情報通信基盤の整備 市/府
● ため池防災テレメーターの利活用 市/府

● ● 自主防災組織の育成、防災意識の高揚、防災訓練の実施 市/府/市⺠/⺠間
● ● ● 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施 市/⺠間

      実施      継続 短期 中期 ⻑期

スケジュール
⻑期

(20年程度)
中期

(10年程度)
短期

(５年程度)

ソフト

ハード低減

取組方針
実施主体具体的な取り組み区分方針



恵我ノ荘駅周辺地区・高鷲駅周辺地区 古市駅・市役所周辺地区

３．防災指針（６）
（５）居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定（災害リスク分析を踏まえた結果設定）

防災指針での災害リスク分析を踏まえ、災害リスクの高い地域においては、ハード・ソフト両面での取組事業を円滑に
実施するため、居住誘導区域及び都市機能誘導区域として新たに除外する区域はありません。

本市における居住誘導区域及び都市機能誘導区域を以下に示す。

４．誘導施策
（１）誘導施策について

居住誘導区域、都市機能誘導区域への居住や都市機能の誘導を図るとともに、公共交通の充実や防災力の向上を図るた
めの誘導施策を設定し、本計画の実現に向けて詳細な事業等の導入を検討していくものとします。

（２）居住誘導区域・都市機能誘導区域に関する施策

１） 災害リスク分析の結果を踏まえた取組方針の設定

各拠点に必要となる都市機能や居住環境を維持するため、現況の土地利用や災害リスクを踏まえた、地区計画の策定や
用途地域の変更など建築物の用途制限等に係る都市計画の見直しを検討します。

２） 空家対策の推進

羽曳野市空家等対策計画に基づき、市民の安全確保と生活環境の維持を図りつつ、空家等の有効活用を促進し、発生予防
と適正管理を基本とした対策を推進します。

（３）持続可能な都市構造を実現する施策

１） 鉄道駅へのアクセス性の向上

鉄道駅は地域の交通の要所です。アクセス性の向上は、利用者の利便性を高めるだけでなく、地域の活性化や環境負荷の
軽減にも寄与するため、適切な整備を進めます。

２） 地域公共交通の維持

公共交通は生活の質を維持するために不可欠であるため、持続可能な公共交通網の構築を進めます。

３） 公共サービスの再編

持続可能な公共サービスを維持するためには、公共資産の再配置や機能集約により、利用者にとって利便性の高い
施設やサービスが提供できる環境を整え、地域住民の満足度や生活の質が向上させる取組みを進めます。

想定される取組等

・誘導施設の立地を促進及び維持するための適切な用途地域等の地域地区の見直しを検討します。

・一定の災害リスクがある地域に適した用途地域の見直しを検討します。

想定される取組等

・旧耐震基準の民間住宅等について、耐震診断・改修設計・改修・除却に補助を行い、引き続き空家の抑制を図ります。

・まちづくり協議会等が主体となりエリアマネジメントを促進し、公民連携による組織を形成して、国の財政支援を活用した街
並みや住宅市街地の整備を図ります。

・所有者の意向を踏まえ、連携協定を締結している団体等との協力を通じ、多様な利活用方法について検討します。

・所有者等に空家等のリスクについて十分な認識を持てるよう、セミナーや相談会の案内や開催、啓発チラシ等を配布し周知
を図ります。

想定される取組等

・恵我ノ荘駅周辺では、道路空間の再編と駅前広場の整備を通じて交通結節点としての機能強化を図ります。
【都市構造再編集中支援事業】

想定される取組等

・コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進めるためにも、民間の公共交通施設と公共施設循環福祉バスなどの連携・
強化が求められることから、地域公共交通計画の策定を検討します。

想定される取組等

・公共施設等総合管理計画を踏まえた、公共施設等の適切な集約化・複合化を検討します。
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３） 防災における目標値

■要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく避難訓練実施率（％）

※評価方法：水防法及び土砂法に基づく避難確保計画作成・避難訓練実施状況(大阪府)

■自主防災組織の編成率（％）

※評価方法：自主防災組織編成率（総合基本計画実施計画）

※上記基準値及び目標値については、令和５年度総合基本計画実施計画書に基づく

４） 財政における目標値

■経常収支比率(％)

※評価方法：経常収支比率（総合基本計画実施計画）

※上記基準値及び目標値については、令和５年度総合基本計画実施計画書に基づく

（2）施策の達成状況の評価方法

社会情勢に応じて本市の現状分析を行うため、Ｐｌａｎ（本計画の作成）に始まり、Ｄｏ（計画の実施）、Ｃｈｅｃｋ（計画の評価）、
Ａｃｔｉｏｎ（計画の改善）をおおむね5年ごとに計画に記載された施策・事業の実施状況、及び居住誘導区域、都市機能誘導区
域における届出の分析を行い、本計画の進捗状況や誘導区域・誘導施設の設定の妥当性を評価し、計画の改善を図ってい
きます。

（１）定量的な目標値等の設定

１） 居住誘導区域における目標値

■居住誘導区域内の人口密度（人/ha）

※評価方法：定期的な見直し時における都市構造分析及び現行居住誘導区域面積

２） 都市機能誘導区域における目標値

■誘導施設の立地数（件）

※評価方法：定期的な見直し時における都市構造分析

■鉄道駅の乗降客数（人）

※基準値出典及び評価方法：大阪府統計年鑑

指標
基準値

（令和6年度）

目標値

備考中間年次
（令和12年度）

目標年次
（令和２７年度）

誘導施設の
立地数(件)

行政機能 （市役所） 1

基準値以上

介護福祉機能 （総合福祉センター） 1

商業機能 （1000㎡以上の施設） 4

医療機能 （保健センター） 1

金融機能 7

５．目標値及び施策達成状況の評価方法

指標
基準値

（令和２年度）

目標値

備考中間年次
（令和12年度）

目標年次
（令和２７年度）

居住誘導区域内の
人口密度(人/ha)

80.3
76.2
以上

64.2
以上

【基準値】 区域と国勢調査の人口
100mメッシュによる分析から

指標
基準値

（令和５年度）

目標値

備考中間年次
（令和12年度）

目標年次
（令和２７年度）

鉄道駅の乗
降客数(人)

古市駅 17,992

基準値維持恵我ノ荘駅 9,071

高鷲駅 5,881

指標
基準値

（令和６年度）

目標値

備考中間年次
（令和12年度）

目標年次
（令和２７年度）

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成率
(％)

94.8 100 100 【基準値】
大阪府の調
査に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく

避難訓練実施率(％)
46.8 100 100

指標
基準値

（令和３年度）

目標値

備考中間年次
（令和12年度）

目標年次
（令和２７年度）

自主防災組織の
編成率（％）

30 65 100
中間年次は第6次総合基本計画
実施計画の目標値を維持

指標
基準値

（令和３年度）

目標値

備考中間年次
（令和12年度）

目標年次
（令和２７年度）

経常収支比率(％) 92.7 98.0
目標値は第6次総合基本計画実
施計画の目標値と整合

11
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南部大阪都市計画生産緑地地区の変更 

（羽曳野市決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 



名　　称 位　　置 備考
図面番号
（参考図）

図面番号
（計画図）

島泉９ 羽曳野市島泉一丁目地内 約 0.18 ha 区域変更 1/5 1/11

島泉２１ 羽曳野市島泉一丁目地内 約 0.06 ha 追加 1/5 1/11

高鷲２４ 羽曳野市高鷲八丁目地内 約 0.19 ha 区域変更 2/5 3/11

高鷲２６ 羽曳野市高鷲七丁目地内 約 0.10 ha 追加 2/5 3/11

伊賀１１ 羽曳野市伊賀四丁目地内 約 0.18 ha 区域変更 3/5 3/11

高鷲１４
羽曳野市高鷲五丁目及び高鷲六丁目

及び伊賀一丁目地内
約 0.41 ha 区域変更 4/5 4/11

古市６ 羽曳野市古市五丁目地内 約 0.04 ha 区域変更 5/5 8/11

小計 ７地区 約 1.16 ha

島泉１ 他165地区 １６６地区 約 32.29 ha 変更なし

合計 １７３地区 約 33.45 ha

南部大阪都市計画生産緑地地区を次のように変更する。

面積

｢位置及び区域は計画図表示のとおり｣

南部大阪都市計画生産緑地地区の変更（羽曳野市決定）



理     由 

 

 生産緑地法第３条に基づく生産緑地地区の指定の申出及び同法第 10 条に基づ

く買い取り申し出後の同法第14条の規定に基づく行為制限解除により生産緑地

地区に関する都市計画を変更するものである。 

 

 

 

  

 



図面

番号

約 0.17 ha

約 0.18 ha

約 - ha

約 0.06 ha

約 0.08 ha

約 0.19 ha

約 - ha

約 0.10 ha

約 0.11 ha

約 0.18 ha

約 0.47 ha

約 0.41 ha

約 0.10 ha

約 0.04 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 0.93 ha 追加

約 1.16 ha 区域変更 ５地区

171地区 約 33.22 ha

173地区 約 33.45 ha

新旧対照表

名　　称 位　　置
変更前面積 追加

区域変更
廃止の別

変更理由 備考
変更後面積

古市６
羽曳野市古市五丁目

地内
区域変更

生産緑地法第10条に基づく買取申出
（30年経過）後の行為制限解除によ
る区域変更

制限解除
令和7年1月22日

5/5

高鷲１４
羽曳野市高鷲五丁目
及び高鷲六丁目

及び伊賀一丁目地内
区域変更

生産緑地法第10条に基づく買取申出
（故障）後の行為制限解除による区
域変更

制限解除
令和6年12月4日

4/5

島泉２１
羽曳野市島泉一丁目

地内
追加 都市計画決定権者の判断による追加 1/5

高鷲２６

高鷲２４
羽曳野市高鷲八丁目

地内
区域変更

都市計画決定権者の判断による区域
変更

2/5

島泉９
羽曳野市島泉一丁目

地内
区域変更

都市計画決定権者の判断による区域
変更

1/5

羽曳野市高鷲七丁目
地内

追加 都市計画決定権者の判断による追加 2/5

伊賀１１
羽曳野市伊賀四丁目

地内
区域変更

都市計画決定権者の判断による区域
変更

3/5

変更地区合計 7地区
２地区（内、区域変更に伴う分割による追加０地区）

都市計画
区域合計

廃止
〔面積増減計：0.23〕

０地区



梅の里二丁目

平町二丁目

富田林市
木戸山町 通法寺町

西条町二丁目

喜志町一丁目

喜志町四丁目
喜志新家町二丁目

壺井

通法寺

壺井

広瀬

太 子 町

通法寺

羽曳野市飛地

美原町小平尾

美原町さつき野西一丁目

美原町小平尾

羽曳が丘西七丁目

梅の里三丁目

美原町さつき野東一丁目

蔵之内
羽曳が丘八丁目

埴生野

羽曳が丘西三丁目

羽曳が丘西二丁目

尺度

羽曳が丘五丁目

羽曳が丘七丁目

羽曳が丘六丁目

羽曳が丘西一丁目

羽曳が丘西四丁目

壺井 壺井
壺井

壺井

壺井東阪田
広瀬

大黒

古市

壺井

壺井

壺井

西浦

古市（竜王寺）

飛鳥

聖和台四丁目

春日

堺 市

美原町丹上

はびきの七丁目桃山台四丁目

学園前六丁目

河原城

学園前五丁目

埴生野

郡戸

桃山台三丁目

河原城

羽 曳 野 市

軽里三丁目

学園前四丁目

羽曳が丘一丁目

青山二丁目

桃山台二丁目

学園前二丁目

学園前三丁目

桃山台一丁目

西浦三丁目

西浦六丁目

白鳥一丁目

はびきの一丁目

西浦五丁目

はびきの五丁目

西浦一丁目

学園前一丁目

軽里二丁目

はびきの六丁目

西浦四丁目

羽曳が丘四丁目

軽里一丁目

羽曳が丘西五丁目

翠鳥園

はびきの二丁目

はびきの四丁目

羽曳が丘三丁目

古市

古市二丁目

南古市三丁目

南古市一丁目

川向

西浦二丁目

古市五丁目

古市三丁目

古市六丁目

古市一丁目

白鳥二丁目

南古市二丁目

古市七丁目

栄町

南古市二丁目

古市四丁目

古市

誉田

駒ケ谷

誉田

樫山

南恵我之荘三丁目

向野三丁目

向野

立部四丁目

向野

向野二丁目

向野一丁目

伊賀

南恵我之荘五丁目

南恵我之荘四丁目

高鷲七丁目

向野

野

立部三丁目

藤 井 寺 市

野々上一丁目

高鷲四丁目

野々上三丁目

伊賀六丁目

高鷲三丁目
高鷲二丁目

野中五丁目

野中三丁目

野々上五丁目

野々上二丁目

青山三丁目

藤ケ丘三丁目

高鷲六丁目

伊賀三丁目

伊賀五丁目

野中一丁目

藤ケ丘一丁目

野中四丁目

藤井寺四丁目

藤井寺公団

青山三丁目

藤井寺四丁目

青山一丁目

藤ケ丘四丁目

藤ケ丘二丁目

伊賀一丁目

伊賀二丁目

陵南町

春日丘二丁目

野々上四丁目

野中二丁目

伊賀四丁目

高鷲五丁目

誉田六丁目

道明寺六丁目

碓井三丁目

古室二丁目

誉田五丁目

誉田三丁目

碓井一丁目

誉田二丁目

道明寺三丁目
古室三丁目

誉田四丁目

白鳥三丁目

碓井四丁目

誉田一丁目

誉田七丁目

道明寺五丁目

道明寺四丁目

碓井二丁目

玉手町

旭ヶ丘三丁目

旭ヶ丘二丁目

円明町

一津屋四丁目

一津屋一丁目

一津屋五丁目

小川二丁目 津堂三丁目

島泉六丁目島泉五丁目

島泉四丁目

島泉三丁目

島泉二丁目

島泉一丁目

恵我之荘一丁目

恵我之荘五丁目

恵我之荘四丁目

恵我之荘二丁目

恵我之荘三丁目

恵我之荘六丁目西野々一丁目

西大塚二丁目

西大塚一丁目
南恵我之荘八丁目

南恵我之荘六丁目 高鷲八丁目

高鷲九丁目

高鷲十丁目

南恵我之荘二丁目

南恵我之荘一丁目南恵我之荘七丁目

西野々二丁目

小山三丁目

小山二丁目

島泉八丁目

島泉九丁目

恵美坂二丁目

恵美坂一丁目

春日丘三丁目

島泉七丁目

高鷲二丁目

高鷲一丁目

香 芝 市

寺山

はびきの三丁目

羽曳が丘一丁目

松 原 市

美 原 区

柏 原 市

太子

美原町多治井

西古室二丁目

羽曳が丘九丁目

羽曳が丘十丁目

埴生野飛地

河原城飛地

小川一丁目
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凡            例

見 通 し 線 に よ る 用 途 地 域 線

都市計画課にある縦覧図(1/2500)を御覧下さい。

注) 本図は、一般参考図でありますので位置の詳細については

第二種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

高さ制限

外壁後退の距離

第一種低層住居専用地域

〔その他の制限〕

地    区    計    画    区    域
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羽 曳 野 市

島泉九丁目

島 泉 二 丁 目

島 泉 一 丁 目

高 鷲 九 丁 目
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し
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島泉9
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島泉21

参　　　考　　　図
年 度

縮 尺 図面番号

令 和 ７ 年 度

S＝1/2,500

南 部 大 阪 都 市 計 画 生 産 緑 地 地 区
（ 羽 曳 野 市 ）

新 旧 対 照 図 ( 詳 細 図 )

羽　　曳　　野　　市
１ / ５
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参考資料

番号 地区数 面積 地区数 面積

平成４年度 (当初 ) 平成 ４ 年 ８ 月 18 日 第 85 号 176 49.77 176 49.77 当初指定①

平 成 ４ 年 度 ② 平成 ４ 年 11 月 30 日 第 133 号 223 61.42 47 11.65 当初指定②

平 成 ５ 年 度 平成 ５ 年 12 月 ６ 日 第 141 号 224 62.10 1 0.68 当初指定③

平 成 ６ 年 度 平成 ６ 年 12 月 ９ 日 第 206 号 225 62.34 1 0.24 当初指定④

平 成 ７ 年 度 平成 ７ 年 12 月 22 日 第 206 号 225 61.22 0 -1.12

平 成 ８ 年 度 平成 ８ 年 12 月 13 日 第 209 号 224 60.98 -1 -0.24

平 成 ９ 年 度 平成 ９ 年 12 月 15 日 第 186 号 224 60.48 0 -0.50 追加指定あり

平 成 10 年 度 平成 10 年 12 月 10 日 第 205 号 217 56.41 -7 -4.07

平 成 11 年 度 平成 11 年 12 月 10 日 第 227 号 217 55.83 0 -0.58

平 成 12 年 度 平成 12 年 12 月 12 日 第 264 号 215 55.44 -2 -0.39

平 成 13 年 度 平成 13 年 12 月 12 日 第 204 号 214 54.69 -1 -0.75 追加指定あり

平 成 14 年 度 平成 14 年 12 月 10 日 第 190 号 209 53.82 -5 -0.87

平 成 15 年 度 平成 15 年 12 月 12 日 第 155 号 207 51.65 -2 -2.17

平 成 16 年 度 平成 16 年 12 月 28 日 第 204 号 207 50.85 0 -0.80

平 成 17 年 度 平成 18 年 ３ 月 ２ 日 第 31 号 204 49.54 -3 -1.31

平 成 18 年 度 平成 18 年 12 月 15 日 第 240 号 203 48.43 -1 -1.11

平 成 18 年 度 平成 19 年 ２ 月 28 日 第 980 号 204 47.92 1 -0.51

平 成 19 年 度 平成 19 年 12 月 11 日 第 243 号 204 47.78 0 -0.14

平 成 20 年 度 平成 21 年 ４ 月 ２ 日 第 94 号 203 47.57 -1 -0.21

平 成 21 年 度 平成 21 年 10 月 ７ 日 第 231 号 203 47.43 0 -0.14

平 成 22 年 度 平成 23 年 ２ 月 ８ 日 第 23 号 201 45.86 -2 -1.57

平 成 23 年 度 平成 23 年 11 月 28 日 第 231 号 199 45.16 -2 -0.7

平 成 24 年 度 平成 24 年 11 月 15 日 第 199 号 198 44.56 -1 -0.6

平 成 26 年 度 平成 26 年 12 月 24 日 第 266 号 191 43.33 -7 -1.23

平 成 27 年 度 平成 27 年 12 月 24 日 第 272 号 189 42.99 -2 -0.34

平 成 28 年 度 平成 28 年 12 月 22 日 第 259 号 194 43.83 5 0.84 追加指定あり

平 成 29 年 度 平成 29 年 12 月 ４ 日 第 276 号 186 42.56 -8 -1.27

平 成 30 年 度 平成 30 年 12 月 19 日 第 308 号 183 41.45 -3 -1.11

令 和 元 年 度 令和 元 年 12 月 ５ 日 第 289 号 180 39.58 -3 -1.87

令 和 ２ 年 度 令和 ２ 年 12 月 11 日 第 332 号 179 39.42 -1 -0.16

令 和 ３ 年 度 令和 ３ 年 12 月 13 日 第 358 号 178 36.96 -1 -0.21
面積修正　（誤）39.42ha→（正）37.17ha
37.17ha-0.21ha=36.96ha

令 和 ４ 年 度 令和 ４ 年 12 月 ８ 日 第 356 号 177 36.15 -1 -0.86
面積修正　（誤）36.96ha→（正）37.01ha
37.01ha-0.86ha=36.15ha

令 和 ５ 年 度 令和 ５ 年 11 月 14 日 第 320 号 174 34.41 -3 -1.74

令 和 ６ 年 度 令和 ６ 年 11 月 25 日 第 295 号 171 33.22 -3 -1.19

令 和 ７ 年 度 令和 ７ 年 月 日 第 号 173 33.45 2 0.23 追加指定あり

羽曳野市の生産緑地地区指定状況

年度
計画決定合計 増減

備考
年月日
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